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※詳しいことは□問にお問い合わせください。

7 市政だより 天草 No.177　お知らせ版

第２回
「天草夕陽八景」写真コンテストを実施

□問天草支所・まちづくり推進課

□問本渡老人福祉センター☎㉓2782

天草税務署からの
　　　　　　お知らせ

□問天草税務署☎㉒2510※自動音声案内

　市では、市内への移住・定住を希望
する人に、空き家情報を提供するため
「空き家情報バンク」を開設していま
す。現在、皆さんのご協力により、紹
介できる登録物件は増加しています
が、希望者に提供できるだけの十分な
物件数には至っていません。
　そこで、空き家を所有しており貸し
出しが可能な人は、本庁・地域政策課
へご連絡をお願いします。
　また、近所などに空き家があるとき
は、所有者に声をかけていただくなど
のご協力もお願いします。
※今年６月から、都市計画区域内も登
録できるようになりました。

□「空き家・空き地情報バンク制度」に
登録されている物件の実績

□「空き家情報バンク制度」による空
き家の成約済物件数と利用希望登
録者の状況

□問本庁・地域政策課

空 き 家
空 き 地

※いずれも７月15日現在。

47　件
79　人

66　件
７　件

成約済物件数
利用希望登録者

「空き家情報バンク」に登録を！「空き家情報バンク」に登録を！
□「空き家情報バンク制度」イメージ図

①空き家情報の提供

②空き家情報バンク
　登録申込書類の送付
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③空き家情報バンク
　に物件の登録申請

④現地確認

⑤空き家バンク
　に登録

⑧物件の詳細情報の
　紹介

⑥空き家情報の発信

⑦物件の問い合わせ・
　利用者の登録申込

空き家の所有者と利用希望者との連絡調整

当事者間で交渉・契約

㈳熊本県宅地建物
取引業協会
天草支部

連絡調整
契約交渉

連絡調整
契約交渉

空き家の所有者が希望した場合

募
集

高齢者パソコン教室
　　　受講生を募集

天草の伝統工芸製作体験  平成25年度２期生を募集

■応募資格＝どなたでも可。
■応募規定＝①１月から12月までに、天草夕陽
八景の選定地で撮影したカラーの夕陽や夕景
の単写真で、応募は１人５点まで②自作で未
発表のものに限る③画像のデジタル処理によ
る合成・消去は不可④第１回コンテスト入賞
作品に酷似した写真は審査対象から外れる場
合があります。

■写真サイズ＝Ａ４～四つ切（ワイド四つ切も
可）。

■応募期間＝12月２日㊊から同27日㊎まで（郵
送の場合は当日の消印有効）。

■応募方法＝本庁・観光振興課または各支所担
当課に備え付けの応募用紙に必要事項を記入
し作品の裏面にはり、〒863－2895市内天草町
高浜南488－1　天草支所・まちづくり推進課

へ郵送してください。また、持参する場合は
牛深支所・総務振興課、天草支所・河浦支所
のまちづくり推進課で受け付けます。なお、応
募用紙は天草夕陽八景のホームページ（http:

　//amakusa-web.jp/）からも取得できます。
■表　彰＝最優秀賞１点…賞金10万円、優秀賞
８点（八景の選定地１カ所につき１点ずつ）
…同２万円、入賞15点…天草の特産品。※発
表は平成26年２月上旬に同ホームページに掲
載するほか、入賞者へ通知します。

■その他＝①応募作品は返却しません②入賞作
品の著作権は市に帰属します③入賞通知後、
ネガ・ポジ（デジタルカメラで撮影した場合
は画像データ）の提出がない場合は失格とし
ます④個人情報については厳重に管理し、入
賞者への通知や電話連絡のみに使用します。
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　市民の皆さんを対象に「伝統工芸品の製作体験」
を実施します。ぜひご参加ください。
■ところ＝天草文化交流館。
■申込方法＝９月５日㊍までに、電話またはFAX
（希望する講座名、住所、氏名、電話番号を記入）
で、天草文化交流館☎・ＦＡＸ㉗5665へお申し込
みください。
※いずれも定員になりしだい締め切ります。

□問天草文化交流館☎㉗5665

土人形 バラモン凧

 ９/25㊌成形
10/ ９㊌絵付け
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　本渡老人福祉センター自主事業として、
パソコンの操作を学びたいと思っている人
を対象に、「高齢者パソコン教室」を開催
します。
■対　象＝市内在住の60歳以上の人。
■と　き＝９月５日㊍から毎週木・金曜日
の午後１時30分から同３時30分まで。

■ところ＝本渡老人福祉センター（船之尾
町）。

■内　容＝パソコン操作（文字入力・記号
入力〔マウス操作・キーボード操作〕）。

■受講料＝無料（ただし、入館料100円と
テキスト代は自己負担）。

■定　員＝８～10人（先着順）。
※個人のパソコンの持ち込みもできます。
■申込方法＝８月30日
㊎までに、電話で本
渡老人福祉センター
へお申し込みくださ
い。

●高校生・中学生の税の作文募集
　国税庁では、高校生の皆さんから税に関する作文
を募集します。自分や家族の体験を通して、税につ
いて自分が考えたことなど、税に関することであれ
ば何でも結構です（字数は800字以上1,200字以内、
９月６日㊎締め切り）。ふるってご応募ください。
　そのほか、国税庁と全国納税貯蓄組合連合会では、
中学生の皆さんを対象に税についての作文を募集し
ます（字数は1,200字以内、９月５日㊍締め切り）。

●平成26年１月から、記帳・帳簿などの保存
制度の対象者が拡大されます

　個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年
分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額
が300万円を超える人に必要とされていた記帳と帳
簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行
うすべての人（所得税の申告の必要がない人を含む）
について、平成26年１月から同様に必要となります。

※いずれも詳しくは天草税務署にお尋ねいただく
か、国税庁のホームページをご覧ください。

〔ホームページアドレス〕http://www.nta.go.jp

イベント・募集イベント・募集


